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浸水等による住宅被害の認定について 

 

標記については、新潟・福井豪雨災害以来続いている一連の

豪雨、台風等の災害による家屋の浸水被害の状況等を踏まえ、

住宅被害の認定にかかる被災者生活再建支援法の弾力的な運用

を図ることにより、被災者生活再建支援法の積極的活用を図る

観点から、下記のとおり示すこととした。 

各都道府県におかれては、被災住宅の被害認定にあたってこ

れを積極的に活用し、被災者の支援に万全を期されたい。なお、

貴管内の市町村に周知方取り計らわれたい。 

 

記 

 

１．これらの住宅の被害の認定にあたっては、被害の状況に応

じ適切に認定を行うことが必要である。特に、床上浸水等の

被害に係る住宅の被害認定にあたっては、以下の点に留意し、
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「床上浸水」等の被害の状況に応じ、被災者生活再建支援法

を積極的に活用されたい。 

 

（１）床材、壁材、断熱材などの建材は、一度浸水すると、本

来の機能を損失し、又は通常求められる住居の快適性を著し

く阻害する場合がある。このため、被害認定にあたっては、

以下の点について留意が必要である。具体的には、各建材に

ついて、以下のとおり取り扱い願いたい。 

 

①  浸水により、畳が吸水し膨張した場合には、「床」の損傷

として取り扱うものであること。 

②  浸水により、合成樹脂系床材が汚損や剥離した場合には、

「床」の損傷として取り扱うものであること。 

③  浸水により、床の下地材等が吸水・膨張等した場合には、

「床」の損傷として取り扱うものであること。 

④  浸水により、階段の床板等が汚損や浮きが生じた場合には、

「床」の損傷として取り扱うものであること。 

⑤  浸水により、フローリング材の眉間剥離・浮き上がり等し

た場合には、「床」の損傷として取り扱うものであること。 

⑥  浸水の水位が低位であった場合でも、壁内部のパネルや断

熱材の吸水により、壁の全面が膨張している場合には、「内

壁」全面の損傷として取り扱うものであること。 

⑦  浸水により、外壁のモルタルやタイル等の仕上げ壁の汚損

や剥離等した場合には、「外壁」の損傷として取り扱うも

のであること。 

⑧  浸水により、塗土が剥落した場合には、「外壁」・「内壁」



の損傷として取り扱うものであること。 

⑨  浸水により、クロスの剥離・表面劣化・剥離した場合には、

「内壁」・「天井」の損傷として取り扱うものであること。 

⑩  浸水により、屋根断熱材・屋根防水材の機能を損失した場

合には、「屋根」の損傷として取り扱うものであること。 

 

（２）また、住宅の建具と浴槽、便器、洗面所、台所の流し台

などの水廻りの衛生設備等についても、住宅の構成要素であ

ることから、被害認定にあたっては、その損害を評価するこ

と。特に、これら水廻りの衛生設備等については、一度浸水

すると、使用できない場合があることから、これら水廻りの

衛生設備等が、一見したところ損傷していない場合において

も、実際に使用可能な状態にあるかどうかについて、被害認

定にあたり、確認する必要がある点に留意願いたい。具体的

には、建具、設備等について、以下のとおり取り扱い願いた

い。 

 

①  浸水により、襖・障子・ドアが変形し、開閉が困難となっ

た場合には、「建具」の損傷として取り扱うものであるこ

と。 

②  浸水により、ドア等の面材が膨張剥離した場合には、「建

具」の損傷として取り扱うものであること。 

③  台所の流し台、浴槽、洗面所、便器などの設備は、浸水に

より、衛生設備としての機能を損失する場合があり、その

場合、「設備」の損傷として取り扱うものであること。 

 



（３）浸水被害をもたらす台風災害においては、浸水被害ばか

りではなく強風による被害を伴う場合が多い。浸水被害を認

定する場合には、強風による被害についても併せて認定する

よう留意願いたい。具体的には、屋根、天井について、以下

のとおり取り扱い願いたい。 

 

○強風により、屋根が損壊して浸水し、天井板等が吸水・膨

張等した場合には、「屋根」・「天井」の損傷として取り扱

うものであること。 

 

（４）浸水被害をもたらす台風災害においては、堤防の決壊に

よる水圧や土砂崩れになる土石や泥流の流入によって、住宅

に物理的な損傷が生じる事例も多い。特に、柱や基礎は、住

宅の構造耐力上の重要な構成部位であることから、こうした

損傷についても、浸水による被害と併せて認定するよう、特

に留意願いたい。具体的には、柱、基礎の損傷について、以

下のとおり取り扱い願いたい。 

 

① 泥流により、柱が損傷を受け変形等した場合等には、「柱」

の損傷として取り扱うものであること。 

② 泥流により、基礎が流出・ひび割れ等した場合には、「基

礎」の損傷として取り扱うものであること。 

 

２．１．に示した点に留意しつつ、適切な被害認定を行うこと

により、浸水により畳が浸水し、壁の全面が膨張しており、さ

らに、浴槽などの水廻りの衛生設備等についても機能を損失し



ている場合等には、一般的に「大規模半壊」又は「全壊」に該

当することになるものと考えられる。 

また、施行令第２条第１号に基づき、「半壊」であっても、

やむを得ず住宅を解体する場合には、「全壊」と同様に取り扱

うこととなるが、浸水等の被害により、流入した土砂の除去や

耐え難い悪臭のためやむを得ず住宅を解体する場合には、「や

むを得ず解体」するものとして、「全壊」と同様に取り扱うも

のとする。 

 


